
財団法人 福岡労働衛生研究所よりお知らせです！

ICカードを発行し、健診当日にご本
人様にお持ち頂きます。

近年、急激な速さで日常生活の様々な場面でのデジタル化が進んでおり、当研究所でも時代に合わせた健康診
断のデジタル化を推進してきました。
この度、平成23年4月より当研究所付属診療所での健康診断に【ＩＣ[カード]健診】を導入し、更なるデジタル化を
実現しました。
これは、受診者様おひとりおひとりにセキュリティ保護されたICカードを発行、受診予定の項目を事前登録し、こ
れまで受診票に記入していた身長・体重などの計測結果を、ICカードに自動的（※）に記録する仕組みです。
また、ICカードに記録された計測結果を、健康診断結果処理システムに自動的に取り込み、お客様の健康診断
結果票を作成します。
デジタル化により、さらに精度の高い、スピーディーな健康診断をお受け頂き、皆様の健康管理にご活用下さい。

受診者
『健康診断結果票』を作成し、

お客様にお届けします。

お客様よりご予約を頂き、コンピュータに登録します。

【 Ｉ Ｃ [ カ ー ド ] 健 診 】 の 流 れ
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ICカードに記録された結果を、健康診
断結果処理システムに自動的に取り
込み、結果処理を行います。

各種計測機器の結果が自動的（※）
に専用端末に取り込まれ、
ICカードに計測結果を記録します。

（※）検査によっては、手動で登録する項目もあります。

健康診断のさらなる、デジタル化・自動化にむけて、平成23年4月より

【ＩＣ[カード]健診】【ＩＣ[カード]健診】
を導入

当研究所では社内全体のデジタル化を推進しています

↓ 実 際 使 用 す る I C カ ー ド で す

ICカードの検査履歴より検
査済・未検査の表示、次の
行き先をご案内します。


